
判定

○

○

○

必要な情報やアドバイスには以下のものを含みます

○利用者の身体面・精神面の状態

○生活上の留意点

○介護の方法・留意点

○サービスの再利用に関する情報

　他の事業者への情報提供には利用者・家族の同意

を得るなどプライバシーに配慮してください。

　以下に例示されるような工夫を行ってください。
○利用者との話し合いの機会を定期的に持ち、苦情
・訴えを聞く。

○第三者に対する苦情の申し立てをできる体制にな

っている。

以下に示すような工夫を行ってください。

○記入方法について統一的な指示を行う。

７　利用者・家族の苦情を受ける窓口が
あり、また、その苦情を迅速にサービス
に改善に速やかに対応するシステムがあ
りますか。

○
○トラブル等があった場合、担当職員ができるだけ早く話
しを聞くと共に、不満・訴えのある人と個別に話しを聞く
機会をもつ。

８　利用者に関する情報を、適切に管理
していますか。

○
○サービス提供記録、相談・情報提供に関する記録が、統
一的に整理されるようにする。

○データーベース化などにより効率的かつ統一的な記録の
整理がなされている。

○利用者が事業者へ著しい不信行為を行う場合

６　利用終了に際して、必要な情報の提
供やアドバイスを利用者・家族にわかり
やすく説明するとともに、次の事業者が
選定された際には必要に応じ情報の提供
等の連携・調整を図っていますか。 ○

３　利用者との契約は契約書を作成して
行っていますか。

　あらかじめ、契約書(約款)により契約を結ぶことによ
り、契約関係の適正化を図るとともにサービスの利用に伴
うトラブルを未然に防止することができるので、契約書を
交わすことが望ましいです。特に、認知症高齢者の場合、
本人が意思表示できないこともあるので、成年後見人や日
常生活自立支援事業などを活用し、適正な契約を結ぶよう
配慮することが必要です。

４　利用者から契約を解除するための手
続きが契約書等に規定されていますか。

　不当に長い解約申出期間を設定して、事実上、利用者が
契約を解約できないことのないようにしてください。 ○

５　利用者または事業者から契約を解除
することができる事由を定めています
か。

　利用者から契約を解除することができる事由としては、
次のようなものがあります。

○

○事業者が正当な理由なくサービスを実施しない場合

○事業者が守秘義務に違反した場合

介護保険サービス評価に関する北海道基準(訪問看護)

１　基本的事項

評　価　基　準 注　　　　　釈

１　利用申込者又はその家族に対し重要
事項の説明を行う際、重要事項説明書の
他にパンフレットを用意するなど、わか
りやすい説明に配慮していますか。

２　サービス内容をわかりやすい資料で
説明するなど、利用申込者の利用決定の
判断に役立つ配慮をしていますか。

○事業者が利用者又は家族の生命・身体・信用等を傷つ
け、又は著しい不信行為を行う場合

　事業者から契約を解除することができる事由としては次
のようなものがあります。
○利用者が一定期間以上利用料を滞納し、相当期間を定め
た催告後も滞納している場合
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○記録の管理責任者

11　利用者の都合でサービスをキャンセ
ルする際のルール（キャンセル料の有
無、申し出期間、キャンセル料の額な
ど）が適正に定められていますか。

キャンセルについては、事前に十分、利用者又は家族に対
し説明し、納得を得ておくことが必要です。　　なお、あ
らかじめキャンセル料とキャンセル料が課される期間を定
めておくことは、利用者と事業者の適正な関係を維持する
観点からも必要です。ただし、この料金や申し出期間は不
当に高い又は長いものであってはなりません。

○

10　利用者の人権への配慮を行っていま
すか。

以下で示す項目等に留意して工夫を行ってください

○

○「権利」を成文化してパンフレットを作成し配布する。

○利用者にかかわる情報の取り扱いについて、細心の注意
を払い、守秘に努めるよう職員に徹底されている。

○利用者を「一個の人格」として尊重する教育を重視し利
用者の呼称等にも留意している。

評　価　基　準 注　　　　　釈

９　利用者の記録の保管方法を定めて、
それを基に適切な記録を保管しています
か。

　記録の保管方法については、以下の点を定めてくださ
い。

○○記録の保管場所
○記録の保管期間
○記録の開示ルール
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○

　事業計画は、事業の理念・方針に基づくとともに、

　以下の点に留意してください。

６　職員研修について、研修体系を整備
し、研修を計画的かつ定期的に行ってい
ますか。

職員の資質向上を図るための研修は、専門性の付与、使命
感の自覚、士気高揚といった面で効果があり、計画性を
持って実施することが必要です。以下に例示される点に留
意し、工夫を行ってください。

○

○職員採用時研修、職場内研修を実施したり、都道府県や
団体の行う研修計画を把握して、参加計画を立てている。

○外部研修に職員が参加した場合には、報告会を行う等、
他の職員に還元させるよう努めている。

○外部研修だけでなく、事例研究会当の職員研修や勉強会
が企画され、計画的に行われている。
○職場内訓練（OJT）を、職場の状況に応じ、適切な方法
で実施している。

○認知症高齢者に対応するケア職員に専門教育をしてい
る。（認知症介護実務者研修、看護協会の職員研修等を受
講する）

４　職員の人事管理を適正に行っていま
すか。

○

○職員の資質向上を図るための人事方針が定められてい
る。

○人事考課が明確かつ客観的な基準によりおこなわれてい
る。

○職員の安全を確保するなど、各種の配慮がなされてい
る。

５　非常勤職員の処遇を適正におこなっ
ていますか。

　非常勤職員の雇用にあたっては、労働基準法など他の関
係法令を遵守し、適切に行ってください。 ○

３　当該事業所の予算・決算が適正に策
定、公開され、また、運用されています
か。

　以下の点に留意してください。

○

○当該事業予算は、事業計画と調整をとり、具体的計画に
基づいて積算されている。

○当該事業予算は、適切な時期に、会計責任者、管理者に
おいて策定されるとともに、適切な機関（理事会等）にお
いて承認を受けている。

○決算書の作成及び監査が適切に行われている。

○当該事業予算について、閲覧の要請がある場合は、対応
できる体制になっている。

１　事業の理念や方針を明確にするとと
もに、職員に徹底していますか。

　事業理念や方針は文書として明文化し、職員の目につく
場所に掲示する等、職員に徹底するよう努めてください。

２　事業の理念・方針に基づいた事業の
達成目標・計画（中・長期）を定めてい
ますか。

○

①中期・長期の運営の方針

②職員採用・研修計画

③事業所の施設・設備計画

④事業経営の方針及び計画

⑤部門別計画（処遇の方針及び計画、行事計画、防災訓練
計画等）等を網羅してください。　計画の策定にあたって
は、職員の参加を得ていってください。また、目標や計画
は職員に徹底するとともに、定期的にその達成度を測り必
要に応じて見直ししてください。

２　事業の管理・運営

評　価　基　準 注　　　　　釈
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○

５　サービスに関するマニュアル等を用
意し、職員に徹底していますか。

　マニュアル等の内容には、次の事項を盛り込んでくださ
い。

○

○サービス利用者・家族へのサービスの説明と同意

○サービス内容の検討、決定、見直し

○個々のサービスの具体的な事前準備、作業手順、留意事
項等

○衛生管理、危険防止、非常時対応（利用者に事故や異常
があった場合）

○記録の作成と保管

８　感染症予防のための必要な対策を講
じていますか。

　以下の例示されるような点に留意し、工夫を行ってくだ
さい。

○

○感染対策マニュアル（手洗いの励行、エプロン等の使
用・着替え等）を作成したり、職員に対して研修を行って
いる。

○感染予防や感染症の早期発見のために、職員に対し必要
な健康診断や検査を実施している。

○感染予防に関しての研修を行っている。

○利用者・家族に対して感染予防に関する啓発普及を行っ
ている。

６　定期的または必要に応じて、化カン
ファレンスを行っていますか。

報告がケース記録に記載され、会議録・研究会議等に保存
され、さらに管理者まで報告がなされるしくみなどが重要
となります。

○また、ケアカンファレンスの際には、必要に応じて、スー
パーバイザーをおいたり、利用者や家族の参加についても
工夫してください。

７　利用者等から収集した情報をよりよ
いサービスに結びつけるための工夫を
行っていますか。

　本人の同意を得た上でケアカンファレンスにかけたり、
居宅介護支援事業者へ情報提供を行うなどの工夫をしてく
ださい。 ○

３　定期的又は必要に応じて利用者や家
族から相談を受けたり、意見を聞く機会
を設けていますか。

○面接によるほか、利用者等からの意見を連絡帳やアン
ケートなどを活用して収集している。

○
○担当看護師以外に、利用者等から意見を聞く担当者が定
められている。

４　家族に対する支援体制ができていま
すか。

　以下に示すような工夫を行ってください。

○

○家族介護者の健康状態に配慮している。

○家族と利用者とが良好な人間関係を保てるように、それ
ぞれの相談にのり、中立的立場で助言を行っている。

○緊急時の手当の方法、連絡方法等の助言、指導を行って
いる。

○介護支援専門員との十分な連携を行っている。

３　サービス提供体制

評　価　基　準 注　　　　　釈

１　訪問看護計画書の作成に当たって
は、利用者を事前に訪問し、本人や家族
のニーズ、生活環境等を十分に把握して
いますか。

　実施状況を評価し必要に応じて、適切に変更を行ってく
ださい。

２　訪問看護計画書を作成する際に、必
要に応じ各種専門職の参加を得ています
か。

○必要に応じて介護職、医師（主治医）、理学療法士、作
業療法士等の参加を得てください。

○○地域におけるサービス担当者会議等で各種専門職と連携
をとり、介護サービス計画との整合性を図ってください。
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13　経過や結果を必要時に主治医、関係
機関に速やかに報告していますか。

以下に例示されるような点に留意し徹底してください。

○
○サービス提供の後に、利用者及びサービス内容について
の報告と検討を行う。
○記録を作成することにより、看護内容を整理し、客観的
に見直す。

12　サービス提供前に、準備・確認を
行っていますか。

　以下に例示されるような点に留意し徹底してください。

○

○ミーティングを行い連絡事項の確認を行う。

○利用者の記録を確認しサービス提供の留意点を確認す
る。

○必要に応じて関係機関等に連絡をとる。

○援助計画表を確認し、当日のサービス内容を確認する。

○必要な備品等を準備する。

10　必要時には時間外や休日も訪問看護
を実施する体制はありますか。

○

11　利用者・家族の入退院時には、医療
機関スタッフと情報交換を行ってケアの
継続性を持続できるようにしています
か。

○

評　価　基　準 注　　　　　釈

９　感染者に対して適切な対応がなされ
ていますか。

以下に例示されるような点に留意し、工夫を行ってくださ
い。

○

○感染者（例：かいせん、MRSA、結核、インフルエンザ
等）に対しての適切な処遇のために、マニュアルや対応事
例集を作成している。

○感染者に対する適切な対応法に関する研修を行ってい
る。

○入院治療の必要がある場合などを除き、感染者のサービ
ス利用を拒まない。



区
分
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○

○

○

○

８　人工呼吸器や酸素濃縮器など在
宅で用いる医療機器について、利用
者・家族へ使用方法や緊急時の対処
方法について指導していますか。

□医療機器の使用状況をモニタリングして、利用者・家族
向けのパンフレットを用いて適切な使用方法や緊急時の対
処方法について助言・指導している。

９　医療機器の故障など緊急時の対
応、定期点検についての手順が定め
られ、スムーズに対応しています
か。

□緊急時の連絡先、対応方法、定期点検などについてマ
ニュアルがあり、異常が発生しても、常に適切な対応が取
られている。 ○
□利用者・家族へも対処の仕方や連絡方法について具体的
に助言・指導している。

２
　
医
療
処
置

５　医療依存度の高いケース（褥
瘡・カテーテル管理・在宅酸素・
IVH・CAPDなど）の在宅ケア継続の
可否判断を的確におこなっています
か。

□在宅医療の開始及び継続の可否について、利用者のQOL
等を考慮しながら、看護の視点から判断し、主治医と連携
を図っている。 ○

６　医療依存度の高いケース（褥
瘡・カテーテル管理・在宅酸素・
IVH・CAPDなど）について処置や指
導を行う場合、訪問看護は技術を取
得し、安全に提供していますか。

□各医療処置や管理方法について、利用者個々のマニュア
ルを作成し入院中から医療機関と連携を図りあって確認を
行いながら、安全に行っている。

７　利用差・家族が行う医療処置に
対し安全性の確認と必要な助言、指
導を行っていますか。

３
リ
ハ
ビ
リ

10　寝たきり予防のための必要なケ
アと助言・指導を行っていますか。

□寝たきり予防のための利用者・家族向けのパンフレット
等により、利用者に適した機能訓練方法を指導している。

○

□利用者の機能訓練プログラムに沿って具体的に実施する
ための援助を行っている。

○

３　予想的状況判断を行い、臨機応
変に対処していますか。 ○

評　価　基　準 チェック項目

１
　
日
常
生
活
・
療
養
生
活
の
ケ
ア

１　家族から提供される訪問前後の
情報を的確に判断し、ニーズに即し
たケアを心がけていますか。

２　全身状態や生活の仕方、利用者
の反応等を総合的視野から状況判断
していますか。

４　予防的なケア行っていますか。 □寝たきり、褥瘡、廃用性症候群、脱水、骨折等について
予防的な対応をしている。

○□残存機能をできるだけ活用し、心身機能の低下を防ぐと
ともに、生活を楽しむような日常の過ごし方を提案・指導
している。

４　サービス提供内容



区
分

判定

○

○

○

○

○

○

○

○

○
□安楽な体位の工夫や看護技術によって苦痛を緩和する方
法を介護者に助言、指導している。

６
　
精
神
的
援
助
・
権
利
擁
護

20　治療の必要な精神的疾患や症状
を早期に発見し、適切に対応してい
ますか。

□利用者と家族の生活全般について継続的に観察し、認知
症状や精神的な変化を早期に捉え、それに対する対処方法
や受診について助言している。

21　利用者や家族の精神的な悩み、
生きがいに関する助言、指導を行っ
ていますか。

□利用者と家族の精神的な悩みを常に受け止め、カウンセ
リングや生きがいに関する助言、指導を行っている。

22　自ら権利を主張できない状況に
ある場合には、自己決定ができるよ
うに支援し、また代弁者としての役
割を果たしていますか。

５
　
タ
ー

ミ
ナ
ル
ケ
ア

16　在宅でのターミナルケアを継続
することについて、利用者や家族、
親族との間に合意ができています
か。

□ターミナルケアを継続する意味と予測される課程につい
て具体的に説明し利用者・家族が在宅ケアを希望し、家族
が看取る意志があるのか確認を得ている。

17　最後を看取る方法と場所につい
て利用者、家族の合意が得られてい
ますか。

□最後を看取る場所について確認し、在宅で看取る場合は
最後を看取る方法（患者へのケアの仕方、主治医への連
絡、死亡確認、死後の処置など）について具体的に説明
し、合意を得ている。

18　病状や症状の観察と、優先度を
配慮した医療処置、ケアを実施して
いますか。

□継続的に病状や症状の観察を行い、利用者の生活を最優
先し、適切に医療処置やケアを提供している。

19　安楽と苦痛緩和のために必要な
ケアをおこなっていますか。

□十分な症状のコントロールができているか適切にアセス
メントし、随時医師へ報告し指示を受けている。

４
　
感
染
処
置
と
予
防

13　感染予防について利用者・家族
へ適切に指導していますか。

□感染予防の必要性と具体策を利用者・家族にパンフレッ
トなどを用いてわかりやすく指導している。

○

14　感染症を起こしている場合、利
用者・家族へ対処方法をしどうして
いますか。

□他の部分への感染や家族への感染予防の方法・感染部位
の処置方法について、具体策を利用者・家族にパンフレッ
トなどを用いてわかりやすく指導している。

15　感染性廃棄物の取扱について利
用者・家族へ適切な指導をしていま
すか。

□感染源となり得る血液や浸出液等が付着した注射針、カ
テーテル、ガーゼなどの感染性廃棄物の取扱について家族
へ適切に指導している。

３
　
リ
ハ
ビ
リ

11　日常生活動作の維持・拡大のた
めに適した機能訓練の助言・指導を

行っていますか。

□日常生活の維持・拡大のための機能訓練に関する説明書
等により、利用者に適した機能訓練方法を指導している。

○

□利用者の機能訓練プログラムに沿って具体的に実施する
ための援助を行っている。き

12　リハビリテーションの各専門ス
タッフと連携し、ケア方針を共有し
ていますか。

□各専門スタッフと必要時および定期的なカンファレンス
を実施しケア方針を共有している。

○□随時医師及びリハビリテーションの各専門スタッフと連
携を図っている。

評　価　基　準 チェック項目


